
北陸大学アーチェリー部OB 会規約 

平成２３年８月６日公布 

平成２３年１１月１２日施行 

 

第１章 総則 

 

第 １条 組織名称 

本会は、北陸大学アーチェリー部OB会と称する。 

 

第 ２条 運営目的 

本会は、学生とOB、また、OB同士の親睦を図り、北陸大学アーチェリー部の健全なる

発展に貢献することを目的とする。 

 

第２章 組織 

 

第 ３条 会員資格 

本会の会員は、卒業時に北陸大学アーチェリー部に在籍していた者、又は全日本学

生アーチェリー連盟への登録期間を終えた者全員とする。 

 

第 ４条 役員選出 

 

第 ４条－１  

本会は、学生からOB係を選出して管理運営を行う。また、新OB係は本会開催時にお

ける２年生とする。 

 

第 ４条－２  

学生から選出するOB係は本会開催前に候補者を決定し、部内において承認を得る

事とする。 

 

第 ５条 事務局設置 

本会の事務局は、学生のOB係とする。 

 

第３章 OB会開催にあたり 

 

第６条 



本会は年１回、１０月上旬から１１月上旬の間に行う。 

 

第 ７条OB会出席者 

本会の出席者は下記の者とする。 

・アーチェリー部顧問又は副顧問 

・OB会会員 

本会の出席者は、OB係が事前に確認をとるものとする。 

 

第 ８条 OB会概要 

  OB会の次第は、原則として次の通りとする。 

・開会の辞 

・OB代表挨拶 

・顧問又は副顧問挨拶 

・次年度役員（部長・副部長）、及び新入部役員紹介 

・その他 

・閉会の辞 

司会進行は、現役生が行う。 

 

第４章 事務局 

 

第９条 事務局概要 

 

第９条－１  

事務局は以下の活動を行い、北陸大学アーチェリー部、OB会双方の連絡 

などを円滑にし、更なる発展を目指す。 

・OB会会計業務（会費納入、執行を含む） 

・OB会員名簿の更新 

・OB会の運営 

・OB会についての、ホームページへの掲載及びOB会会員への連絡 

・その他 

 

第９条－２  

住所変更があった場合、原則としてOB自身が直接OB係又はホームページから連絡

する。 

 

第９条－３  



OB会の案内丌要の旨をOB会係に申し出た場合、次回からOB会の案内は行わない。

ただし、OB会に参加したいとの申し出があった場合には、OB会の案内を再開するものとす

る。 

連絡方法：hokudai_ac4@yahoo.co.jp宛にメールにて連絡する。 

 

第９条－４  

名簿更新は、来3月卒業見込みの4年生も記載する。 

 

第９条－５  

ホームページに掲載する事項は、次回OB会の詳細について、新部長･新副部長の紹

介、その他。 

 

第５章 会計業務 

 

第１０条 運営経費 

本会の経費は、OB会会費を収入としこれにあてる。 

 

第６章 OB会会費 

 

第１１条 会費 

OB会会費は、一回５,000 円程度とする。 

 

付 則 

本規約はOB会会員の過半数の賛成を得ることにより、改正することができる。 

 

以上 


